
随意契約見直し計画 
 

平成 19年 12月 
独立行政法人水産大学校 

 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得な

いものを除き、平成１９年４月から原則として一般競争入札等に

移行することとした。 
 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

（ 1.5％） （ 1.1％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 1 1,795,500

（83.8％） （80.0％）
競争入札 

57 134,511,017

（ 2.9％） （ 5.6％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（   ％）

         

（   ％）

              2 9,476,789

（100％） （100％） （11.8％） （13.3％）
随意契約 

68 168,187,970 8 22,404,664

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

       68 168,187,970        68     168,187,970

（注）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

 
【同一所管法人等】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

（   ％） （   ％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。）                

（  ％） （  ％）
競争入札 

 

（  ％） （  ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（   ％）

         

（   ％）

         

 



（100％） （100％） （100％） （100％）
随意契約 

2 5,400,000 2 5,400,000

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

        2       5,400,000         2       5,400,000

（注）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

 
【同一所管法人等以外の者】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

（ 1.5％） （ 1.1％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 1 1,795,500

（86.4％） （82.6％）
競争入札 

57 134,511,017

（ 3.0％） （ 5.8％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（   ％）

         

（   ％）

         2 9,476,789

（100％） （100％） （ 9.1％） （10.5％）
随意契約 

66   162,787,970 6 17,004,664

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

       66    162,787,970        66     162,787,970

（注）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

 
（２）随意契約によることができる場合を定める基準について、平成

１９年４月１日付けで、本校の規程を以下のとおり改正した。 
  ・ 工事又は物品の製造について、「５００万円を超えないもの」

から、「２５０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物品の買い入れについて、「５００万円を超えないもの」から、

「１６０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の売り払いについて、「５００万円を超えないもの」から、

「５０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の貸し付けについて、「５００万円を超えないもの」から、

「３０万円を超えないもの」に変更 
 ・ その他役務等について、「５００万円を超えないもの」から、

「１００万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の借り入れについて、「８０万円を超えないもの」を新設 
   なお、「その他随意契約とする特別の理由があるとき」について

は、平成１９年１０月２日付けで、本校の規程を改正し、廃止し



た。 
（３）随意契約の公表の基準について、平成１９年４月１日付けで、

本校の規程を以下のとおり改正した。 
  ・ 工事又は物品の製造について、「５００万円を超えないもの」

から、「２５０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物品の買い入れについて、「５００万円を超えないもの」から、

「１６０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の売り払いについて、「５００万円を超えないもの」から、

「５０万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の貸し付けについて、「５００万円を超えないもの」から、

「３０万円を超えないもの」に変更 
 ・ その他役務等について、「５００万円を超えないもの」から、

「１００万円を超えないもの」に変更 
  ・ 物件の借り入れについて、「８０万円を超えないもの」を新設 
 
２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 

平成１９年４月から、随意契約によることが真にやむを得ないも

の以外について、原則として一般競争入札等に移行したが、以下に

ついて、平成１９年度中に検討を行い、平成２０年度以降の導入を

目指す。 
（１）総合評価方式の導入 
   情報システム、工事の設計業務、広報業務等について、総合評

価落札方式による一般競争入札を導入するべく、検討を行う。 
（２）複数年度契約の拡大 
   複写機賃貸借等の複数年度にわたる契約については、その事業

継続及び仕様等を検討し、複数年度での契約が可能なものにあっ

ては、見直しを行う。 
（３）入札手続きの効率化 

一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、年間契約の

公告等事務作業の一括処理を行うことにより、効率化を図る。 
（４）契約方式の見直し 

設備、物品、ソフトウェア等の購入と不可分な関係にある保守

点検業務等においても、仕様の見直し等を行い一般競争入札へ移

行する。 
 
３．その他 

随意契約によることができる限度額以下のものにあっても、一般

競争入札と同様に競争原理を導入し、合理的、経済的な契約を行う。 


